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1. 鬼怒川の概要

1.1 鬼怒川の流域域域及び河川川川の概要1.1鬼怒川の流域及び河川の概要
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1.4 河河河川川川環境の沿革革革1.4 河川環境の沿革

1.3 利水水水の沿革1.3 利水の沿革

1.2 治水水水の沿沿沿革1.2 治水の沿革
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2. 河川整備の現状と課題

 2.1洪水水水等等等 2.1洪水水水 2.1洪水水水 ににによよよる災害害害の発生の防止止止又は軽減減減ににに関するるるる現現現状状状とととと課課課題 2.1洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する現状と課題
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2.222 河川の適正な利用及及及び流流流水ののの正正正常な機能能能のののの維持ににに関関関関すすするるる現状状状状と課課課題題題2.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する現状と課題
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2. 河川整備の現状と課題

 2.3 河川環境の整備と保全全全ににに関すすする現状状状と課題題題 2.3 河川環境の整備と保全に関する現状と課題
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2.4 河川維持管管管理理理ののの現現現状と課題2.4 河川維持管理の現状と課題

2.6 新たな課題題題2.6 新たな課題

2.5 平成 27777 年年年年９月月月関東・東東東北豪豪豪豪雨災害害害で明明明らかとととなななった課課課題題題2.5 平成 27 年９月関東・東北豪雨災害で明らかとなった課題



3. 河川整備計画の対象区間及び期間

７

4. 河川整備計画の目標に関する事項

3.2222 計計計計画画画画対対対対対象象象象期間間間間3.2 計画対象期間

333.1 計計計画画画対象象象象区区区間間間間3.1 計画対象区間
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4.3 河川環環環境の整備と保保保全全全ににに関すすする目目目目標標標4.34.34.3 河川環境の整備と保全に関する目標4.34.3 河川環環環境の整備と保保保全全全ににに関すすする目目目目標標標 河川環境の整備と保全に関する目標

4.2 河河河川の適正な利利利用用用及び流水の正正正常な機能能能能の維持ににに関するるるる目目目標4.24.24.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標4.24.2 河河河川の適正な利利利用用用及び流水の正正正常な機能能能能の維持ににに関するるるる目目目標 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標

444.1 洪洪洪水水水等によるるる災害の発生生生生のののの防防防止止止又は軽減減減に関関関する目標標標標4.1444.14.1 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標 洪洪洪水水水等によるるる災害の発生生生生のののの防防防止止止又は軽減減減に関関関する目標標標標 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標
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5. 河川の整備の実施に関する事項

 5.1.1 洪水水水水 5.1.1 洪水水水等等にににによる災災災災害害害害のののの発発発生生生の防止又又又又は軽減減減ににに関すすする事事事項項項項項による災災災害害害害のののの発発発発生生生生生ののの防防防止止止止又は軽軽軽軽減に関すすする事事事項項項 5.1.1 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

 5.1.2河川の適正な利用用用及びびび流水水水ののの正常な機機機能能能能の維持持持持ににに関関関すすする事事事項項項 5.1.2河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項
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5.1.333 河川環境ののの整備備備と保保保全ににに関関関する事事事項5.1.3 河川環境の整備と保全に関する事項
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5. 河川の整備の実施に関する事項

 5.2.1 洪水等によるるるる災災災害害害の発生生生の防止又又又は軽軽軽減減減に関すすする事項項項項 5.2.1 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

5.2河河河川の維持持持の目目目的、種類類類及及及び施施施行のののの場所所所5.2河川の維持の目的、種類及び施行の場所
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5. 河川の整備の実施に関する事項

 5.2.333 河川環境ののの整備備備と保保保全に関関関する事事事項 5.2.3 河川環境の整備と保全に関する事項

 5.2...2河川の適正な利用用用及びびび流水水水ののの正常な機機機能能能能の維持持持持持に関すすするるる事事事項項項 5.2.2河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項
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6. その他河川整備を総合的に行うために留意すべき事項

6.4 治水技技技技術のののの伝承承承承の取取取組組組組組6.4 治水技術の伝承の取組6.4 治水技技技技術のののの伝承承承承の取取取組組組組組6.4 治水技術の伝承の取組

6.3 ダムをををを活かかかかしたたたた水源源源地地地地地域ののの活活活性性性性化化化化6.3 ダムを活かした水源地域の活性化6.3ダムをををを活かかかかしたたたた水源源源地地地地地域ののの活活活性性性性化化化化6.3 ダムを活かした水源地域の活性化

6.2地域住住住住民、関関関関係機機機機関とととととののの連連連携携携・協協協働働働6.26.26.2地域地域地域住民、関係機関との連携・協働地域地域住住住住民、関関関関係機機機機関とととととののの連連連携携携・協協協働働働住民、関係機関との連携・協働

6.1流域全全全全体をををを視野野野野に入入入れれれれれた総総総合合合的的的なななな河川川川川管管管管管理理理6.1流域全体を視野に入れた総合的な河川管理



国土交通省　関東地方整備局

下館河川事務所

〒308-0841 茨城県筑西市二木成1753

Tel：0296-25-2161

鬼怒川ダム統合管理事務所

〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

Tel：028-661-1341

利根川水系鬼怒川河川整備計画【大臣管理区間】」は、

関東地方整備局ホームページ（下記URL）でご覧いただけます。 

http://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/river_shihon00000300.html　

問い合わせ先

河川部

〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

さいたま新都心合同庁舎2号館

Tel：048-601-3151


